
多 文 化 社 会 専 門 職 機 構 規 約  

 

（名称） 

第１条 本機構は、多文化社会専門職機構（The Institute for Multicultural Society 

Professionals）と称する。 

 

（所在地） 

第２条 本機構の事務局は、東京都千代田区神田神保町２－３神田古書センター６Ｆ内に

おく。 

 

（目的） 

第３条 本機構は、多文化社会の問題解決に取り組む実践者や研究者を対象に学びとネッ

トワーク形成の場を提供するとともに、多文化社会の問題解決に貢献できる専門職の認

定事業を通じて「多文化共生」社会の実現を目指すことを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本機構は、上記の目的を達成するために次の事業を行う。 

  ① 認定事業 

  ② 実践研究事業 

  ③ 社会発信事業 

  ④ その他本機構の目的を達成するために必要な事業 

 

（会員） 

第５条 本機構の会員は、多文化社会に関する問題解決の実践や研究にたずさわっている

者で、本機構の目的に賛同して入会した個人とする 。 

 

（入退会・会員資格の得喪） 

第６条 本機構に入会しようとする者は、会員の紹介により入会を申し込み、機構の入会申

込書を事務局へ提出した上で、理事会の承認を得なければならない。 

２ 退会しようとする者は、その意向を文書で事務局に提出するものとする。 

３ ２年にわたる会費未納者は自動的に退会となる。 

４ 本機構の名誉を著しく傷つけたり、損害を与えたりした者は、理事会の決議を経て除名

することができる。 

 

 

 



（会費） 

第７条 年会費は１口１０，０００円とし、会員は最低１口分の会費を納入しなければなら

ない。 

２ 会員は最大で５口分の会費を支払うことができる。但し、口数に関わらず総会での議決

権は１人１個とする。 

３ 既納の会費は理由を問わず、これを返還しない。 

 

（役員） 

第８条 本機構に次の役員をおく。 

 ① 代表理事１名  

 ② 副代表理事１名から３名以内  

 ③ 理事４名から１２名以内 

 ④ 事務局長１名（役職上の理事とする）  

 ⑤ 監事１名から２名以内  

２ 理事は会員から総会で選出され、代表理事、副代表理事は理事会の決議によって理事の

中から選任される。 

３ 監事は、総会の推薦に基づき代表理事がこれを委嘱する。 

４ 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

５ 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後２事業年度が終了した後の総会におい

て後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、任期満了後

に、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで

その任期を伸長する。 

 

（職務） 

第９条 代表理事は、本機構を代表し、その業務を統括する。 

２ 副代表理事は、代表理事を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務

を代行する。 

３ 理事は、本機構の業務を執行する。 

４ 監事は、機構の業務および財産の状況を監査する。 

 

（総会） 

第１０条 総会は、会員をもって構成し、会員の過半数の出席をもって成立する。 

２ 決議はこの規約に別に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決する。可否同数

の場合は議長が決する。 

３ 総会は、定例総会及び臨時総会とし、定例総会は年１回当該年度のときに、また臨時総

会は代表理事が必要と認める場合、招集する。 



 

（総会付議事項） 

第１１条 総会に付議する事項は次のとおりとする。 

 ① 事業報告および収支決算 

 ② 規約の変更 

 ③ 理事の選任又は解任及び監事の推薦 

 ④ その他理事会において必要であると認められた事項 

２ 総会の議長は出席した会員の中からそのつど選任する。 

３ 総会の招集に際し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミ

リ又は電磁的方法をもって、少なくとも１４日前までに通知しなければならない。 

４ やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につ

いて書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として

表決を委任することができる。 

５ 総会の議事録は、事務局が作成し、議長および総会で選任された議事録署名人１名が署

名する。 

 

（理事会） 

第１２条 理事会は、理事をもって構成し、全理事の３分の２の出席をもって成立、決議は

出席理事の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。 

２ 理事会は年２回以上開催するものとし、必要ある場合に招集し開催する。 

 

（理事会付議事項） 

第１３条 理事会に付議する事項は次のとおりとする。 

 ① 事業計画および収支予算並びにその変更 

 ② 理事の職務 

 ③ 会員の入会および除名 

 ④ 総会に付議すべき事項 

 ⑤ 委員会の設置に関する事項 

 ⑥ その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

２ 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 

３ 理事会の議事録は、事務局が作成し、議長及び出席した理事のうちからその会議におい

て選任された議事録署名人１名が署名しなければならない。 

 

 

 

 



（委員会） 

第１４条 本機構の事業遂行のために必要な場合、理事会はその決議により、委員会を設置

することができる。 

２ 委員会の委員は、会員のうちから理事会が委嘱する。 

３ 委員会の任務、構成及び運営に関し、必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

（事業年度） 

第１５条 事業年度は毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（資産） 

第１６条 この機構の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。  

 ① 会費 

 ② 寄附金品 

 ③ 財産から生じる収入 

 ④ 事業に伴う収入 

 ⑤ その他の収入  

 

（解散） 

第１７条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。 

 ① 総会の決議 

 ② 目的とする活動に係る事業の成功の不能 

 ③ 会員の欠亡 

２ 総会の決議により解散する場合は、出席会員総数の４分の３以上の承諾を得なければ

ならない。 

 

（規約の変更） 

第１８条 この規約は、総会において、出席会員総数の４分の３以上の承諾がなければ変更

できない。 

 

 

附則（２０１７年２月２６日） 

 この規約は、設立総会の承認を経て、２０１７年２月２６日に施行する。 

附則（２０１８年５月２１日） 

  この規約の変更は、定例総会の承認を経て、２０１８年５月２１日に施行する。 


